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ホームステイホームステイホームステイホームステイ規則規則規則規則    

 

1 エネルギー 

北米ではエネルギー源の節約に努めており、各家庭でもそれを徹底しています。 

ガソリンや電気代はとても高いため、持ち運び式ヒーターや電気毛布の使用は許可されません。 

お客さまは使用していない電源をこまめに切るなどして節電に協力しなければなりません。 

 

2 柔軟性 

北米は多民族国家であるため、お客さまはホストの家の文化や習慣を尊重する必要があります。 

お客さまはご自身の安全のため、門限またはホストが定めたルールを守らなければなりません。 

また、滞在期間中はファミリーの一員として、時には部屋の掃除や食事の支度を手伝うなど日常生活のお手

伝いをしていただくことも必要となります。 

 

3 食事 

ホストはバランスの取れた食事を提供します。 

ベジタリアンのホストの場合、（お客さまからの承諾がない限り）少なくとも週に３回はお肉やお魚料理を提供

します。 

お客さまはホストから依頼があった場合は、朝食ならびに昼食の準備を自分ですることを承諾しなければなり

ません。 

また、個人的に必要なもの（お好みのジュース、お米、お好みのシリアル等）に関してはお客さま自身で購入す

る必要があります。 

食事は滞在先のホストの生活スケジュールに従って出されます。 

ホストが招待した場合を除き、外食はご自身の責任（自己負担）のもと行なってください。 

 

4 飲酒 

北米では以下の年齢の場合、飲酒が禁止されています。 

カナダ： アルバータ、マニトバ、ケベック州～１８歳未満  それ以外は１９歳未満 

アメリカ： ２１歳未満 

ホスト宅での飲酒は年齢条件を満たしており、ホストからの許可を得た場合以外は慎んでください。 

 

5 運転 

ホストの自家用車を運転することは禁止されています。 

 

6 移動手段 

ホストが車での送迎を申し出ない限り、通学や観光などの移動交通はご自身の責任のもと公共交通機関をご

利用ください。 

 

7 ゲスト 

お客さまの知り合いや家族などをホスト宅に泊めることはできません。 

また、ホストの許可なく知り合いなどを部屋に招き入れることもできません。 
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8 プライバシー 

ホストにはその家ごとのルールがあり、そのルールに従う義務があります。 

ホストの家屋、家具及び所有物等については、大事に取り扱わなければなりません。 

破損の責任がお客さまにあると認められた場合、その経済的負担はお客さまが負います。 

お客さまは退出前にその支払いを済ませなければなりません。 

お客さまが使用する部屋のすべてに鍵がついているとは限りません。 

 

9 ホストファミリーの変更 

お客さまがドラッグなどの違法行為を行なった場合、または隠れて喫煙をしたなどホームステイ規則が遵守さ

れない場合、ホストはお客さまに退出命令を出すことができます。 

退出にかかる費用はお客さま負担とします。この場合、ホームステイ斡旋会社がお客さまに代わりのホストを

提供することはありません。 

お客さまの好み（食事、部屋のサイズ、同居人、ホスト宅所在地及び設備など）によりホームステイ変更を希望

される場合は、新たに申請書の提出と手配費の支払いが必要となります。 

 

10 電話 

ホストの電話を使用する場合、お客さま自身で使用した電話に関する支払いはすべてお客さまの責任となり

ます。 

各ホームステイ先でお客さま専用のラインがあるとは限りません。 

お客さま自身で国際電話カードや携帯電話を購入することが可能です。 

国際電話カードを利用の場合、ホームステイ先（ホストの電話）から自己負担で遠距離（国際）電話がかけられ

ます。 

 

11 外出・外泊 

自由行動で外出する場合、ステイ先で食事を取らない場合、帰宅が遅くなる場合、旅行計画がある場合など

は必ずホストにその旨をお伝えください。 

カナダなど治安が良いといわれている国でも、夜間には危険な地区もございますので、夜間外出する予定

がある場合は、事前にホストに場所と時間帯を告げて、アドバイスを受けてから行動してください。 

ホストと一緒に外出する際は、入場料、交通費などお客さま自身の分は自己負担で支払うようにお申し出く

ださい。 

 

12 その他 

お客さまとホスト間の金銭に関する一切はワールドテュータリング並びにホームステイ斡旋会社を通して行

なわれるものとなります。 

お客さまが上記ルールに違反したことが認められる場合、ワールドテュータリング並びにホームステイ斡旋

会社はお客さまにホームステイからの退去及びプログラムの取り消しをする権利を有します。 
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